
 平成 22 年 3 月 16 日 火曜    熊 本 県 公 報          第１１８９０号 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 目 次 

 
  規  則 
○熊本県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 ··········· （少子化対策課）  1 
  告  示 
○道路の区域変更 ··········································· （道路保全課）  2 
○道路の区域変更 ··········································· （  〃  ）  2 
○道路の区域変更 ··········································· （  〃  ）  3 
○道路の供用開始 ··········································· （  〃  ）  3 
○特定計量器定期検査の実施 ································· （産業支援課）  3 
○共済事業を行う消費生活協同組合の共済金等の支払能力の充

実の状況が適当であるかどうかの基準 ············· （食の安全・消費生活課）  4 
○保安林の指定に関する予定 ································· （森林保全課）  4 
○熊本都市計画道路事業の事業認可 ··························· （都市計画課）  5 
○玉名都市計画道路事業の事業計画変更認可 ··················· （  〃  ）  5 
○障害者自立支援法に基づく事業者の指定 ················· （障害者支援総室）  5 
○道路の供用開始 ··········································· （道路保全課）  5 
○平成21年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算の要領 ········· （財政課）  6 
○障害者自立支援法に基づく事業者の指定 ················· （障害者支援総室） 58 
  公  告 
○都市計画法による開発行為工事完了公告 ························· （建築課） 59 
○都市計画法による開発行為工事完了公告 ························· （ 〃 ） 59 
○宅地建物取引業事務所不確地業者に関する公告 ··················· （ 〃 ） 59 
○道路の位置指定の公告 ········································· （ 〃 ） 59 
○肥料登録有効期間更新 ····································· （農業技術課） 60 
○県営土地改良事業の工事完了 ····················· （農村計画・技術管理課） 60 
○第２回くまもとの夢４カ年戦略推進委員会の開催 ············· （企画調整課） 60 
  登 載 依 頼 
○熊本県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管

理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 ··········· （人事委員会） 60 
○熊本県職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改

正する規則 ··············································· （  〃  ） 61 
○政治資金規正法の規定に基づく政治団体の名称等の公表 ··· （選挙管理委員会） 61 
○政治資金規正法の規定に基づく政治団体の名称等の公表 ··· （   〃   ） 62 
○政治資金規正法の規定に基づく政治団体の名称等の公表 ··· （   〃   ） 62 
○政治資金規正法の規定に基づく政治団体の名称等の公表 ··· （   〃   ） 63 
○政治資金規正法の規定に基づく政治団体の名称等の公表 ··· （   〃   ） 63 
○政治資金規正法の規定に基づく政治団体の名称等の公表 ··· （   〃   ） 63 
○熊本県個人情報保護制度審議会の開催 ····· （熊本県個人情報保護制度審議会） 63 
○第１３５回熊本県都市計画審議会の開催 ··········· （熊本県都市計画審議会） 64 
○平成21年度第２回熊本県障害者施策推進協議会の開催 
 ········································· （熊本県障害者施策推進協議会） 65 
○第１回第４期熊本県障がい者計画検討委員会の開催 
 ········································· （      〃      ） 65 
○第１回障がい者への差別をなくす条例検討委員会の開催 
 ········································· （      〃      ） 65 
○鹿本地域保健医療推進協議会の開催 ········· （鹿本地域保健医療推進協議会） 66 
○芦北地域保健医療推進協議会救急医療専門部会の開催 
 ························· （芦北地域保健医療推進協議会救急医療専門部会） 66 
○鹿本地域保健医療推進協議会救急医療専門部会の開催 
 ························· （鹿本地域保健医療推進協議会救急医療専門部会） 67 
 
 
 
 
 
 熊本県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成２２年３月１６日 
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（毎週 火･金発行） 
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                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
熊本県規則第９号 
   熊本県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 
 熊本県児童福祉法施行細則（昭和４３年熊本県規則第３４号）の一部を次のように改正
する。 
 第１０条第１項第２号中「第１条の３２第２項第１号」を「第１条の３３第２項第１号」
に改め、同項第３号中「第１条の３２第２項第２号」を「第１条の３３第２項第２号」に
改め、同条第２項中「第３６条の３７第３項第４号」を「第３６条の４１第３項第４号」
に改め、同条第４項中「第３６条の３６各号」を「第３６条の４０各号」に改める。 
   附 則 
 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
熊本県告示第２６５号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２２年３月１６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２２年３月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

  9.4 

  ～ 

 13.0  

 

  26.8 

  

一般国道 ３８９号 天草郡苓北町都呂々字大櫻 

    ２２１９番１地先から 

同所 

    ２２１９番１地先まで  

後

  9.4 

  ～ 

 13.0  

 

  26.8 

国防災

（落石

防護工）

 

前

 10.1 

  ～ 

 21.4 

 

  60.0 

主要地方道 本渡下田

線 

天草市天草町福連木字岩下 

  ３６５０番１地先から 

同所 

  ３６５０番２地先まで  

後

 11.2 

  ～ 

 21.4 

 

  60.0 

単防災

（自）

（落石

防護工）

２ 区域を変更する期日 平成２２年３月１６日 
 

 
熊本県告示第２６６号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２２年３月１６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２２年３月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

  4.9 

  ～ 

 42.5 

 

 360.0 

一般国道 ３８８号 球磨郡水上村大字岩野字上鶴 

    ２８３６番１地先から 

同郡湯前町字水ノ手 

    ３２１３番１地先まで  

後

 12.8  

  ～ 

 36.7 

 

 369.0 

交安統

合（計

画ルー

トの一

部変更）

２ 区域を変更する期日 平成２２年３月１６日 
 

 
 

 告  示 



 平成 22 年 3 月 16 日 火曜    熊 本 県 公 報          第１１８９０号 3 

熊本県告示第２６７号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２２年３月１６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２２年３月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

  5.8 

  ～ 

 17.2 

 

 372.0 

  5.8 

  ～ 

 17.2 

 

 372.0 

主要地方道 本渡牛深

線 

天草市深海町字二反田 

    １６８５番１地先から 

同所 

    １６５４番２地先まで  

 

後

 11.5 

  ～ 

 49.3 

 

 245.0 

地基創

改（バ

イパス

建設）

２ 区域を変更する期日 平成２２年３月１６日 
 

 
熊本県告示第２６８号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２２年３月１６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２２年３月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

一般国道 ２１９号 球磨郡球磨村大字大瀬字平野 

          １４５４番地先から 

同村大字大瀬字黒那子 

          ２５３８番１地先まで 

  1,560.0 地域連

携国道

（球泉

洞トン

ネル）
２ 供用を開始する期日 平成２２年３月１６日 

 
 
熊本県告示第２６９号 
 計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定により宇土市、宇城市及び下益
城郡における特定計量器定期検査を次のとおり実施するので、同法第２１条第２項の規定
により告示する。 
  平成２２年３月１６日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 集合検査 

検査区域 検 査 日 検査受付時間 検 査 場 所 対象となる特定計量器 

宇土市 平成２２年

５月１１日 

午前１０時から

正午まで 

宇土市役所 網田

支所 

宇土市 平成２２年

５月１１日 

午後１時半から

午後３時まで 

宇土市役所 網津

支所 

宇土市 平成２２年

５月１２日 

午前１０時から

午後３時半まで

宇土市役所 

宇城市 平成２２年

５月１３日 

午前１０時から

午後３時まで 

宇城市三角センタ

ー 

宇城市 平成２２年

５月１４日 

午前１０時から

午後３時まで 

宇城市三角センタ

ー 

非自動はかり（計量法

施行令（平成５年政令

第３２９号）第５条第

１号又は第２号に掲げ

るものを除く。）、分

銅及びおもり 
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宇城市 平成２２年

５月１７日 

午前１０時から

午前１１時半ま

で 

宇城市農業就業改 

善センター（松合）

宇城市 平成２２年

５月１７日 

午後１時から午

後３時まで 

宇城市役所 不知

火支所 

宇城市 平成２２年

５月１８日 

午前１０時から

午後３時まで 

宇城市役所 小川

支所 

宇城市 平成２２年

５月１９日 

午前１０時から

正午まで 

宇城市役所 小川

支所 

宇城市 平成２２年

５月１９日 

午後１時半から

午後３時半まで

宇城市役所 豊野

支所 

宇城市 平成２２年

５月２０日 

午前１０時から

午後３時半まで

宇城市役所 本庁

（松橋） 

美里町 平成２２年

５月２４日 

午前１０時から

午後３時まで 

美里町役場 砥用

庁舎 

美里町 平成２２年

５月２５日 

午前１０時から

午後３時まで 

美里町役場 中央

庁舎 
 
２ 所在場所検査 

  実 施 期 日     実  施  場  所 

平成２２年５月１０日か

ら平成２２年５月２５日

まで 

特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第７０号）

第３９条第１項第１号から第５号に定めるものにあっては、

その計量器の所在場所 
 
３ 実施機関 
  社団法人 熊本県計量協会 

 
 
熊本県告示第２７０号 
 消費生活協同組合法（昭和２３年法律第２００号）第５０条の５の規定により、共済事
業を行う消費生活協同組合の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基
準を次のように定める。 
  平成２２年３月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 共済事業を行う消費生活協同組合の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかど
うかの基準 
 消費生活協同組合法（昭和２３年法律第２００号）第５０条の５の規定により知事が定
める共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準は、消費生活協同組合
法施行規程（平成２０年厚生労働省告示第１３９号）第４条の２に規定する基準とする。 

 
 
熊本県告示第２７１号 
 次の森林を保安林予定森林にするので、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条 
の２の規定により告示する。 
  平成２２年３月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県上天草市大矢野町維和字桐ノ木３１６８番、３１ 
 ７０番から３１７２番まで、３１７３番２、３１７５番、３２２３番 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字桐ノ木３１６８番・３１７０番から３１７２番まで・３１７５番・３２２３番 
   （以上６筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに上天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
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熊本県告示第２７２号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定により都市計画事業を
認可したので、同法第６２条第１項の規定により次のとおり告示する。 
  平成２２年３月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 施行者の名称 熊本市 
２  都市計画事業の種類及び名称  熊本都市計画道路事業３・３・９号池田町花園線及び 
 熊本都市計画道路３・３・１４号野口清水線 
３ 事業施行期間 平成２２年３月１６日から平成２８年３月３１日まで 
４ 事業地 収用の部分 熊本市花園３丁目、島崎６丁目及び島崎５丁目地内 
            使用の部分  熊本市島崎５丁目地内 

 
 
熊本県告示第２７３号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により都市計画事業の
事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定
により次のとおり告示する。 
  平成２２年３月１６日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 施行者の名称 玉名市 
２  都市計画事業の種類及び名称  平成１８年熊本県告示第１２６８号玉名都市計画道路 
 事業３・５・１１号立願寺横町線及び玉名都市計画道路３・４・２号築地大倉線 
３ 事業施行期間 平成１８年１２月１８日から平成２５年３月３１日まで 
４ 事業地 収用の部分 平成１８年熊本県公告第１２６８号の事業地のうち熊本県玉名 
            市岩崎字灰島地内における事業地を変更する。 
            使用の部分 変更なし 

 
 
熊本県告示第２７４号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３２条第１項の規定により指定相談
支援事業者を次のとおり指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２２年３月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在 

地及び代表者の氏 

名 

指定年月日 事業所番号 サービスの

種類 

相談支援センターク 

ローバー 

山鹿市古閑１５００ 

番地１ 

医療法人回生会 

山鹿市古閑１５０ 

０番地１ 

水足 秀一郎 

平成２２年 

４月1日 

4330500184 相談支援 

 
 
熊本県告示第２７５号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２２年３月１６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２２年３月１６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

主要地方道 熊本高森線 熊本市春日一丁目 

          ７６６番地先から 

同所 

          ７６６番１３地先まで 

    25.0 地基創

改（切

替工事

に伴う

車道の

暫定供

用） 
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２ 供用を開始する期日 平成２２年３月１６日 
 

 
熊本県告示第２７６号 
 平成２１年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算が平成２２年２月定例県議会にお
いて次のとおり議決されたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２
項の規定により公表する。 
  平成２２年３月１６日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
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